
宮崎県教育振興基本計画策定懇話会設置要綱

平成３０年６月１５日

教育庁教育政策課

（設置）

第１条 教育基本法第１７条第２項の規定に基づく次期宮崎県教育振興基本計画を策定す

るに当たり、幅広い意見を反映させるため、宮崎県教育振興基本計画策定懇話会（以下

「懇話会」という。）を設置する。

（検討事項）

第２条 懇話会は、次期宮崎県教育振興基本計画策定のために必要な事項について検討

を行う。

（構成）

第３条 懇話会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

（会議）

第４条 懇話会は、教育長が招集する。

２ 懇話会に座長及び副座長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。

３ 座長は、懇話会を主宰する。

４ 副座長は、座長を補佐し、必要なときはその職務を代行する。

５ 必要に応じて、委員以外の者に懇話会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

（任期）

第５条 委員の任期は、平成３０年９月１日から平成３１年１０月３１日までとする。

（庶務）

第６条 懇話会の庶務は、教育庁教育政策課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に

定める。

附 則

この要綱は、平成３０年６月１５日から施行する。



別表(第３条関係)

大学関係者 １ 名

学識経験者

市町村教育委員会連合会（市町村教育長等） １ 名

企業等関係者 企業等関係者 ２ 名

就学前教育関係者 １ 名

公立小・中学校関係者 １ 名

県立高等学校関係者 １ 名

県立特別支援学校関係者 １ 名

教育関係者

私立学校関係者 １ 名

生涯学習関係者 １ 名

スポーツ関係者 １ 名

文化芸術関係者 １ 名

保護者 保護者代表 ２ 名

その他 公募者 １ 名

計 １５ 名


